
撤去図面リスト（電気・機械設備工事）

図面名称 縮尺番号 図面名称 縮尺番号 図面名称 縮尺番号 図面名称 縮尺番号 図面名称 縮尺番号 図面名称 縮尺番号

電気計画

EK-001

EK-002

撤去　配置図

撤去　受変電設備　単線結線図

撤去　幹線系統図

撤去　自家発電設備

撤去　動力制御盤内容表

撤去　分電盤図（１）

撤去　分電盤図（２）

撤去　動力幹線・コンセント設備
２階・３階平面図

EK-01

EK-02

EK-03

EK-04

EK-05

EK-06

EK-07

EK-08

EK-09

EK-10

EK-11

EK-12

EK-13

EK-14

EK-15

EK-16

EK-17

EK-18

EK-19

EK-20

EK-21

EK-22

EK-23

EK-24

EK-25

EK-26

EK-27

EK-28

EK-29

EK-30

EK-31

EK-32

EK-33

EK-34

EK-35

EK-36

EK-37

EK-38

撤去　弱電設備　系統図（２）

撤去　自動火災報知設備　系統図

撤去　自動火災報知設備
２階・３階平面図

撤去　自動火災報知設備
４階・屋上平面図

撤去　避雷針設備　立面図

撤去　避雷針設備　平面図

撤去　屋外配管設備　平面図

撤去　電灯設備　地下１階平面詳細図

撤去　弱電設備　系統図（１）

撤去
幹線動力設備　地下１階平面詳細図

撤去　照明器具姿図（１）

撤去　照明器具姿図（２）

撤去　弱電設備　機器姿図

EK-39

EK-40

EK-41

EK-42

EK-43

EK-44

EK-45

EK-46

EK-47

EK-48

EK-49

EK-50

EK-51

EK-52

EK-53

EK-54

EK-55

EK-56

EK-57

EK-58

EK-59

EK-60

撤去　動力幹線・コンセント設備
４階・屋上平面図

撤去　動力幹線・コンセント設備
地下１階・１階平面図

撤去　動力・電気錠設備
２階平面詳細図（１）

撤去　動力・電気錠設備
２階平面詳細図（２）

撤去　動力・電気錠設備
２階平面詳細図（３）

撤去　自火報 １階平面詳細図（２）

撤去　自火報 １階平面詳細図（１）

撤去　動力設備　２階平面詳細図

撤去　時計・放送・自動火災報知設備
１階平面詳細図

撤去　電灯設備 １階平面詳細図（１）

撤去　電灯設備 １階平面詳細図（２）

撤去　電灯設備 １階平面詳細図（３）

撤去　コンセント・電話・テレビ設備
２階平面詳細図（１）

撤去　コンセント・電話・テレビ設備
２階平面詳細図（２）

撤去　電灯設備 ２階平面詳細図（１）

撤去　電灯設備 ２階平面詳細図（２）

撤去　電灯設備 ２階平面詳細図（３）

撤去　コンセント・電話・テレビ設備
地下1階平面詳細図

撤去　コンセント・電話・テレビ設備
１階平面詳細図（１）

撤去　コンセント・電話・テレビ設備
１階平面詳細図（２）

撤去　コンセント・電話・テレビ設備
１階平面詳細図（３）

撤去　コンセント・弱電設備
２階平面詳細図

撤去　自火報・時計・放送設備
２階平面詳細図（１）

撤去　自火報・時計・放送設備
２階平面詳細図（２）

撤去　自火報・時計・放送設備
２階平面詳細図（３）EK-61

EK-62

EK-63

EK-64

EK-65

EK-66

EK-67

EK-68

EK-69

EK-70

EK-71

EK-72

EK-73

EK-74

EK-75

EK-76

EK-77

EK-78

撤去　コンセント・電話・テレビ設備
３階平面詳細図（１）

撤去　コンセント・電話・テレビ設備
３階平面詳細図（２）

撤去　コンセント・電話・テレビ設備
３階平面詳細図（３）

撤去　電灯設備 ３階平面詳細図（１）

撤去　電灯設備 ３階平面詳細図（２）

撤去　電灯設備 ３階平面詳細図（３）

撤去　自動火災報知・放送設備
３階平面詳細図（１）

撤去　電話・時計・テレビ設備
３階平面詳細図

撤去　自動火災報知・放送設備
３階平面詳細図（２）

撤去　自動火災報知・時計・放送設備
３階平面詳細図

撤去　動力・電気錠設備
３階平面詳細図（１）

撤去　動力・電気錠設備
３階平面詳細図（２）

撤去　動力・電気錠設備
３階平面詳細図（３）

撤去　コンセント・電話・テレビ設備
４階平面詳細図（１）

撤去　コンセント・電話・テレビ設備
４階平面詳細図（２）

撤去　自火報・放送・テレビ・警備・
避雷設備　４階平面詳細図

撤去　自動火災報知・時計・放送設備
４階平面詳細図

撤去　動力・電気錠設備
４階平面詳細図（１）

撤去　動力・電気錠設備
４階平面詳細図（２）

撤去　電灯設備 ４階平面詳細図（１）

撤去　電灯設備 ４階平面詳細図（２）

撤去　幹線動力設備 ４階平面詳細図

撤去　幹線動力設備 屋上平面詳細図

EK-79

EK-80

EK-81

EK-82

EK-83

EK-84
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機械計画

-

-

-

-

-

-

MK-100

MK-101

MK-102

MK-103

MK-104

MK-105

MK-106

MK-107

MK-108

MK-109

MK-110

MK-111

MK-112

MK-200

MK-201

-

-

PK-100

PK-101

PK-102

PK-103

PK-104

PK-105

PK-106

空調換気設備　機器表-２（撤去図）

空調換気設備　機器表-３（撤去図）

空調換気設備　機器表-４（撤去図）

空調換気設備
２階・３階ダクト平面図（撤去図）

空調換気設備
４階・Ｒ階ダクト平面図（撤去図）

空調換気設備　配管系統図（撤去図）

空調換気設備
２階・３階配管平面図（撤去図）

空調換気設備
４階・Ｒ階配管平面図（撤去図）

空調換気設備
地下１階・１階配管平面図（撤去図）

自動制御設備
地下１階・１階配管平面図（撤去図）

自動制御設備
２階・３階配管平面図（撤去図）

空調換気設備　機器表-１（撤去図） 衛生設備　機器表・器具表（撤去図）

衛生設備　系統図（撤去図）

空調換気設備
地下１階・１階ダクト平面図（撤去図） 衛生設備　詳細図-１（撤去図）

衛生設備　詳細図-２（撤去図）

1/200

1/200

1/50

1/50

1/200

1/200

1/200

1/200

1/200

1/200

1/200

1/200

1/200

1/50

撤去　センター事務室・カウンター
平面詳細図

撤去　電気設備工事項目と撤去工事概要(１)

撤去　電気設備工事項目と撤去工事概要(２)

撤去　電灯設備　地下１階・１階平面図

撤去　電灯設備　２階・３階平面図

撤去　電灯設備　４階・屋上平面図

撤去　弱電設備　地下１階・１階平面図

撤去　弱電設備　２階・３階平面図

撤去　弱電設備　４階・屋上平面図

撤去　自動火災報知設備
地下１階・１階平面図

撤去　１階情報サロン 放送設備　平面図

撤去
２階プレー室・調整室　放送設備　平面図

撤去　避雷針接地設備　地下１階平面図

撤去　１階地中梁内高圧引込弱電引込配管図

撤去　動力幹線設備　地下１階平面詳細図

撤去
電灯動力幹線設備　地下１階平面詳細図 

撤去
放送・自動火災報知設備 地下1階平面詳細図

空調換気設備　ダクト系統図（撤去図）

空調換気設備　屋階配管詳細図（撤去図）

衛生設備　２階・３階平面図（撤去図）

衛生設備　４階・Ｒ階平面図（撤去図）

衛生設備　地下１階・１階平面図（撤去図）



縮　尺 工　事　名　称 図　　名 図面番号

撤去 電気設備工事項目A1 －
A3 － EK-001（仮称）かすかべひがし交流センター整備工事

春日部市

（仮称）かすかべひがし交流センター整備工事

電気設備工事項目と撤去工事概要

1） 受変電設備 撤去工事

① 受変電設備（屋上 屋外キュービクル一式）の撤去工事の一切とする。

② 既設 高圧キャビネットから受変電設備（屋上 屋外キュービクル）までの

既設 高圧ケーブルの撤去工事の一切とする。

但し、既設 高圧配管は撤去しない。 → 再使用する。

③ 受変電設備（屋上 屋外キュービクル）からの接地極（EA,EB,ED,ED(ELB),ET）

は撤去しない。

④ 撤去図（E-02,03,06,07,08）参照のこと。

2） 自家発電機設備 撤去工事

① 自家用発電機設備（屋上 屋外パッケージ型 3φ200V 50HZ 43kVA）

② 撤去図（E-02,03,04）参照のこと。

3） 幹線設備 撤去工事

① 電灯幹線、動力幹線ケーブルの撤去工事の一切とする。

但し、ケーブルラックは撤去しない。 → 再使用する。

② ケーブル、電線サイズの14°以上はリサイクルとして処分すること。

③ 撤去図（E-03,06,07,08）参照のこと。

但し、接地抵抗値を測定して適正かどうか確認報告を行うこと。

→ 既設再使用する。

の撤去工事の一切とする。

1式

1式

1式

4） 電灯・コンセント分岐設備 撤去工事

① 電灯分電盤は全面撤去とする。

1式

（一部存置する。）

② 照明器具は全面撤去とする。

③ コンセントは全面撤去とする。

④ スイッチは全面撤去とする。

⑤ 撤去図（E-06,07,08,09,10,11,12,13,14,15）参照のこと。

⑥ 照明コンセントの配線は全面撤去とする。

（一部存置する。）

（一部存置する。）

（一部存置する。）

（注記）上記存置する電灯分電盤、コンセント、スイッチ類は、改修図を参照のこと。

5） 動力分岐設備 撤去工事

① 動力制御盤、動力盤、開閉器箱は全面撤去とする。

1式

（一部存置する。）

② 撤去図（E-03,05,06,07,08）参照のこと。

（注記）上記存置する動力制御盤、動力盤、開閉器箱は、改修図を参照のこと。

6） TEL・LAN設備 撤去工事

① TEL・LAN引込ケーブルと引込配管（地中）は撤去しない。

1式

但し、既設再使用とするが、既設引込ケーブルが老朽化が著しい時は、N.T.T側と協議し

引込ケーブルの更新を行うこと。その費用は本工事に含むものとする。

② TEL交換機（B1F TEL交換機室）を撤去する。

③ 電話器は全面撤去する。

但し、1階鉄道事務所の電話器は撤去後、3階鉄道事務所に移設する。

④ 弱電端子盤は全面撤去する。但し、1階 1T-2端子盤は存置とする。

⑤ 撤去図（E-16,19,20,21）参照のこと。

と撤去工事概要(1)
N.S
N.S



縮　尺 工　事　名　称 図　　名 図面番号

撤去 電気設備工事項目A1 －
A3 － EK-002（仮称）かすかべひがし交流センター整備工事

春日部市

7） 放送設備 撤去工事

① 放送用ＡＭＰ（1階センター事務室）は撤去する。まちのラウンジ、スタジオ、視聴覚ホール

1式 12） 電気錠設備 撤去工事

① 電気錠設備は全面撤去とする。

1式

② 撤去図（E-49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,72,73,74,77,79,80）参照のこと。

と撤去工事概要(2)
N.S
N.S

のＡＭＰとその系統のスピーカーは存置する。

② スピーカーは全面撤去する。 （一部存置する。）

③ 撤去図（E-16,18,19,20,21）参照のこと。

8） 電気時計設備 撤去工事

① 電気時計（親・子）設備は全て撤去すること。

1式

② 撤去図（E-16,19,20,21）参照のこと。

9） テレビ共同受信設備 撤去工事

① テレビアンテナ（VHF,UHF,FM,BS）および直列ユニット類は全て撤去すること。

1式

但し、アンテナマストは存置とする。

② 撤去図（E-17,19,20,21）参照のこと。

10） 自動火災報知設備 撤去工事

① 自動火災複合盤、機器収納箱、感知器は全て撤去すること。

1式

（注記）屋内消火栓内の発信機と表示灯は更新する。電鈴は存置とする。

② 撤去図（E-22,23,24,25）参照のこと。

11） 避雷針設備 撤去工事

① 避雷針設備は既設そのままとし、再使用する。

1式

但し、接地抵抗側を測定し適正かどうか確認報告を行うこと。

② 避雷針設備 参考図（E-26,27,31）参照のこと。

（注記）更新電気錠設備は別途春日部市発注工事とする。

13） 外灯設備 撤去工事

① 外灯・庭園灯は全て撤去すること。

1式

但し、配管、配線は撤去しない。 → 再使用する。

なお、接地工事は存置とする。接地抵抗値を測定し適正かどうか確認報告を行うこと。

② 撤去図（E-01,11,13,30）参照のこと。

14） その他

① 建築工事において既設改修工事を行わない室および設備機器がある。

1式

ｲ. 地下1階　消火ポンプ室、資料収納庫、特別収蔵庫、ハロンボンベ庫、

サンクンガーデン、倉庫、ＥＬＶ機械室

1階ﾛ. ピロティ、風除室1、風除室2、郷土資料館および展示ホール、特別企画展示室

2階ﾊ. 前室(2)、視聴覚室ホール、ステージ

3階ﾆ. 前室、スタジオ1、スタジオ2、倉庫1、倉庫3、廊下2、視聴覚室ホール上部、ステージ吹抜

4階ﾎ. スタジオ上部、ＥＬＶ機械室

② 1階　まちのラウンジの大型テレビ、ＡＭＰは撤去しない。 → 再使用する。（E-28,E-46参照）

③ 2階、3階、4階の視聴覚室、スタジオ室の必要な設備は撤去しない。（放送設備、舞台照明、スポットライト等）

但し、照明器具は全てＬＥＤ化するため撤去すること。

④ その他、既設竣工図を参照のこと。（E-32〜E-84）
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